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華 自由投稿 :
**************** 「 夜 ふ け て 思 う こ と 」

―医療に関する若千の考察―

ある新聞の世論欄に載せ られた,あ る区医師会理

事の文章を手がか りにして現在の問題点を浮かびあ

げさせてみたい。「 現実無視の医師会声明 」とい う

「 声 」に対する反論 として書かれてあるこの文章は ,

今 日の医療制度の矛盾を,つ まるところ今 日の 日本

社会の矛盾を考えるに格好の材料 と思われるので ,

少々引用が長 くなるが論理の進行上,一応読者に読

んでいただきたい。
(1)

「 国立病院が出来 ることと,国営医療 とは別個の

問題である。国営医療になると,医療は国公立の病

院だけが行い,そ の他の病院や診療所はすべて根絶

され,医師はホーム ドクター として残る。例 えばあ

なたがクリーニング業者であれば,せ んたく業国営

になると,あなたはお得意 さんのせんた く物を集め

て,国立のせんたく屋に もってゆ くだけで,せんた

くはしてはならないのである。従 って大 きな設備投

資をしたせんたく機 も不要にな り,お得意 さんが百

軒あれば,そ れに一定の倍率をかけた月給を国か ら

支給 されるだけで,働いて も働かな くて も,同 じ収

入であるため,あ なたは今までのように一生懸命に

勉強 したり技術を競 うこともな くな る。国営医療に

なると,た とえ一刻を争 う急思であって も,開業医

は診察するだけで,治療の方は国立の病院に回し,

何 もしてあげ られな くなる。 これ こそ現実無視の制

度であるゆえんである。」 被反論者の「 声」が入手

できなかったので,反論の意図を十分に理解できか

ねるが,要するに「 国営医療は現実無視制度 」とい

うことになる。一読してなるほどとうなづかれる人

もあるかもしれない。しかしよくよく検討してみる

と,い くつかの論理の矛盾,語意の無理解に気付か

れると思う。ここではそれらの指摘と批半Jを試み,

あわせて現実の矛盾の分析と展望の足がかりとした

い。

先ず第一に国営医療とは何か, ということが問題

になるが,反論者の理解ははなはだ不十分であり,_

医療の公有イヒの意味を理解していないことは明自で

ある。「 国公立病院2)だけが治療を行い,他の病院

や診療所は根絶され医師はホームドクターとなる」
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医療の公有イヒは,私的企業としての開業医の廃止 ,

医療の「 金 もうけ 」手段化の廃止をめざす ものであ

り,そ の基本的理念は,医療の平等イヒ,無料イヒであ

って,そ のこと故に公有病院はあるのであって,決

して国公立病院の医療の独占イヒを意味しない。医療が

「金もうけ」の手闘 こなってい る今 日では,医療所の設   ‐ 、

置,医師,看護婦の人数は資本の論理に拘束 される。  ゝV
従って患者が少なく収入が少ない地域には医院は開

業され えないし,(3)そ こに医療の地域的不平等に)が

生じている。 この不平等をな くすための医療の公有

化は,病院,診療所を根絶するにとはな く,む しろ

病院の都市集中を過疎地や離島にふりむけることを

めざす。その理念は資本の論理ではな く,基本的人

権 (主に生存権 )の保障である。医師は,そ こでは

資本家ではな く,真に医療の目的のためにあるので

あって,そ れはけしてホーム ドクターイヒを意味しな

い。論者は「 ホーム ドクター」故に,治療 できない

と主張するが,医療が公有義務 となり,設備が完備

されてゆ くと⑤ 'む しろ至る所で治療が可能となる。

従 って急患を過疎地か ら都市部へ救急車で運んだ り,

離島か ら飛行機で本土へ運搬するような ことはなく

なる。いやむしろそういった悲劇をな くす ことが医

療の本来の姿ではなかろうか。医療の目的
|ま
,生命    、ジ

´

を守ることであるが,資本の論理でうごく今日の医

療は,生命を救 うとい う目的をはたしているとは言

えないであろう。

さて次に ,ク リーニ ング業の例を批半」することは

本旨に水を差す ことにな りかねないが,重要 な手が

か りとなるので取 りあげてみたい。「 せんたく業国

営」(0と は,労働手段の公有イ吹っを意味すると解す

るが,例えば「 せんたく」とい う「 生活手段整備労

01(詠

lilょ
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忌璽子写は言:i諾喜峯
となるであろう。手布や布団のせんたくが個々の家

庭で不可能な場合,地域ごとにその施設をもうけれ

ば解消されることになる。従ってクリーニング業は

不要となるであろう。しかしそのこと故に「 せんた

くはしてはならない」と反論するのは,はなはだ論
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理に矛盾があることになる。

次に「 働いても働かな くても,同 じ収入である」

論理は,生産手段の公有化された社会では通用せず,

ここにも「 国営 」の無理解が表われている。働かず

して「 収入 」がある筈はなく,働かずして「 収入 」

があることが問題であって,ま さにこの点に目をつ

ぶり,あ たか も働かずして収入があつて,従って「 勉

強しなく」なるという論法は明らかに,労働の意味

を十分理解していないとみなければならない。勿論 ,

反論者が資本家的医師,支配階級であることの反映

に他ならない見方であると,片付けてしまうことも

できる。人は自己の労働の成果を全て自己のものと

する権利があり,ま さにその故に労働のよろこびも

あると言えよう。しかしその成果を収奪され,ま し

てや労働力の再生産が困難イヒの今日,労働者はます

ます疎外化し,本来労働のもっていた意味からかけ

はなれてしまっている。労働の成果が十分自己に還

元されること,すなわち労働のよろこびが生まれる

と, どうして もそこに「 学習」が必要 となるであろ

う8よ ろこびを向上させるために努力しない人がい

るであろうか。

さて再び本題に移ろう。先に医療の公有化は,平

等化無料イヒ0)で あると述べたが,今ひとつこの問題

の具体的説明のために,反論者の文章を検討してみ

る。「 開業医は急患を診察するだけで,治療は国立

の病院に回す」,既に医療の公有イヒの必然の結果と

して,開業医は存在しなくなり0,地 域的不平等を

なくすことによって,患者は自分の住む場所の近く

で敏速に治療されることになる。医療の公有化は ,

「 差別的医療 」の徹廃であって,私的企業家として

の開業医の廃止,医療の「 金 もうけ」手段化の廃止

であることは既にのべた。従って今日の資本の論理

でうごく医療,そ れを支える今日の医療制度が,医

療の本来あるべき姿に逆行 し,対立していることが

わかる。結局,医療は何のためにあるのか,い った

い誰のためにあるのか,考 えなければならない。何

のために,金 もうけのためにあり,誰のために,1資

本家的医師と高額な治療費を支払う所得のある者の

ためにあると言える。今日保険制度によって,全て

の国民は建前上,医療をうけれることになっている

が,例えば差額ベッドの場合,あ るいは重病や大手

術による長期入院の場合,そ の費用を支払 うことの

できるそれ相応の財政力がないと不可能であって,

いきおい金がないと自宅でがまんするか,治療中葉

にしで退院しなければならない。

医療は,労働力の再生産のためには不可欠な要素

であって,国民共有の必要である。医療は生命の保

全には不可欠であって,等 しく全ての人が最高の医

療を受ける権利がある。そしてその理念は,「 生命

を守る」こと,すなわち基本的人権の保障である。

今日の医療制度が基本的人権の保障を行っていない ,

このこと故に「 医療の公有化 」は問題にされなけれ

ばならず,「 差別的医療 」の背後に社会の矛盾をみ

てとらなければならない。

補足 論理の展開が不十分なので,い ろいろと御

批判を乞う。尚医療労働に関する考察に最適な本と

して,社会文イヒコースの芝田教授編集,「 医療労働

の理論」(青木書店 )が あります。

(1)余計な箇所は削除した。

(2)そ もそも医療が公有化されると,国公の区別は存在しない。

(3)勿論,情熱的医師が過疎地が離島におもむくことはあるが。

(4)全国に二千近い無医地区があるという。

(5)こ のことは,生産力の発展と照応し,ま た労働の成果を独占による収奪から,公有の平等分配にして,そ の膨大

余分を使用することによつて

(6)正確には,今日でいう国営ではなく,公的所有と定義しなおすべきである。

(7)すなわち生産手段の公有化。

(8)生活手段をいつでも消費できるように整え備蓄するための労働。

(9)現在東ドイツは医療費というものがないそうである。

l10 医師がなくなるのではない。
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昭 和 53年 度 春 季

学部長杯 ソフ トボール大会報告

毎年恒例となった総合科学部内のソフトボール大会ですが,今年度の春の大会は5月 28日 に南グランドで

行なわれました。ひどく暑い日で,気温は7月 中旬並,年寄 り連中はかるいバテぎみでしたね。

試合は午前中に予戦リーグが行われ,午後 1時から決戦 トーナメント及びブービー・ トーナメントを行い

午後 4時に全試合終了の形式で進みました。結果の概略は次の通 りです。

決勝 トーナメント ブー ビー・ トーナメン :

ご覧の様に優勝は地域のAチ ーム,準優勝が情報Aチ ーム, 3位 は情報 B,環境 Aの 2チ ーム。 ブービー

賞は環境 Bで した。

今年の特徴は,今年新設の大学院か ら院生チーム2チ ームが出場 したことでしょう。両テーム トもPower

fulな テームで大味な試合をやっていましたが ,残念なが ら決勝 トーナメン トの 1回 戦で露 と消 えてしま

つた ようです。
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録記の部学

～

≪ 採 用 ≫

(教官の部 )

3.1斉 藤 忠資 (

石井  修 (

4。 1長井 信一 (

小林 文男 (

小川  侃 (

小松 雅治 (

成川 公昭 (

堀  信行 (

樋口 昌幸 (

内藤 陽哉 (

磨井 祥夫 (

ヨーロッパ研究 講師 )

英米研究 講師 )

アジア研究 教授 )

アジア研究 助教授 )

ヨーロッパ研究 講師 )

情報行動基礎 助手 )

基礎科学研究 助手 )

自然環境研究 講師 )

英語 講師 )

フランス語 助教授 )

保健体育 助手 )

15小倉寿美子 (保健体育 助手 )

杉本 厚夫 (保健体育 助手 )

1 栗野  鳳 (社会文化研究 教授 )

1 塩谷  賞 (情報行動基礎 教授 )

事務の部 )

1 小野  毅 (庶務係 )

原田 桂早 (用度係 )

横田 克広 (厚生補導係 )

越智 厚江 (情報行動 )

射場 純子 (情報行動 )

奥田 啓子 (外国語 )

和田久美子 (外国語 )

3 古谷まゆみ (情報行動 )

4.

5.

6.

(

4.

4.
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6.5 石田 和子 (人事係 )              岡  正人 (学務第一係 )教 務課教務係

≪ 昇 任 E>                      柚木  ‐隆 (厚生補導係 )弓 削商船高等

(教官の部 )                           専門学校 より

3.1 間田  穆 (社会文イヒ研究 講師 )        東田  操 (厚生補導係 )工 学部用度係

名古屋大学法学部助手 より       松浦 邦男 (厚生補導係 )附 属病院管理

舟橋 喜恵 (社会文化研究 助教授 )             課用度係より

総合科学部講師より      ≪【 転 任 E≫

杉山 允宏 (保健体育 講師 )       3.1 磯道 義典 (人間行動研究 助教授 )

総合科学部助手 より                通産省電子技術研究所 より

3.15松本 純子 (保健体育 講師 )       4.1 三寺 光雄 (自 然環境研究 教授 )

総合科学部助手 より                運輸省気象研究所より

4.1 米田  巌 (英米研究 講師 )      ≪〔定年退官 E≫
‐
            東京大学教養学部助手より    4.1 井上  正 (ヨ ーロッパ研究 教授 )

y      原  正幸 (比較文化研究 講師 )        門  秀一 (比較文化研究 教授 )

東京大学教養学 部助手 より       羽田野二郎 (情報行動基礎 教授 )

樹下 行三(情報行動基礎 教授)    ≪〔辞 職E≫

大阪大学工学部助教授 より   (教 官の部 )

岩本 誠― (人間行動研究 助教授 )    3.31松 本 純子 (保健体育 講師 )

九州大学理学部講師 より     (事 務の部 )

坪田 博行 (自 然環境研究 教授 )     3.31灘   啓子 (保健体育 )

東京大学海洋研究所助教授    5。 16山根 和子 (厚生補導係 )

5.1 深萱 和男 (日 本研究 教授 )       6.17津 和崎淑子 (庶務係 )

総合科学部助教授より     ≪〔配置換E≫   :
高崎 禎夫 (社会文化研究 教授 )     (教 官の部)

総合科学部助教授より      4.1 藤原 健蔵 (自然環境研究 教授 )

鶴岡 英一 (保健体育 教授 )                文学部史学科教授へ

総合科学部助教授より         杉山 允宏 (保健体育 講師 )

(事務の部 )                          愛媛大学教育学部講師へ

4.1 著加 瑞一 (用度係用度主任 )       (事 務の部 )

、シ             用度係より           4.1 蓮池 寿夫 (庶務係長 )庶務部庶務課学事

≪ 配置換 ≫                            係長へ

(教官の部 )                     植野 英明 (用 度係 )教育学部東雲分校厚

4.1 友田 卓雨 (英米研究 助教授)               生補導係へ

山口大学教育学部助教授より      脇田 幸雄 (学務第一係 )法・経済学部学

崎山  理 (比較文化研究 助教授 )              務係へ

大阪外国語大学外国語学部       山崎 信一 (厚生補導係長 )学生課学生第

助教授より                   二係長、

櫃田 倍之 (人間行動研究 助教授 )       高僑 房述 (厚生補導係 )教務課教務係へ

名古屋工業大学工学部助教授      妹尾  繁 (厚生補導係1)理学部用度係へ

より             ≪ 部内配置換 ≫      /
(事務の部 )                   4。 1 大番 卓司 (庶務係長 )学務第一係長より

4.1 高井 秀雄 (学務第一係長 )学生課学生第      谷川 貴史 (人事係 )庶務係 より

二係長より              山口  豊 (経理係 )人事係 より

川野 雅英 (学務第=係 )庶 務部人事課     村上 秀子 (経理係 )用度係より

職員係 より              大倉 信明 (経理係 )用 度係より
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